
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

説明会【動画配信】

市民後見人養成講座 
成年後見制度は、認知症、知的・精神障がいなどの理由で判断能力が十分でない方を保護し、支援する制度です。 

市は地域の実情に詳しく、きめ細やかな対応が期待できる「市民後見人」の養成講座を開催します。 

養成講座 定員 30 名 

 

 


